
都道府県労働局

労働基準部安全主務課長殿

基安安発 0610002号

平成21年 6月 10日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

足場等に係る労働安全衛生規則の一部改正について

標記について、建設工事の発注者に対しでも、公共工事発注機関との連絡会議の場等に

おいて、その周知を図っていただいていると思料しているが、引き続き努めていただくよ

うお願いする。

なお、別添のとおり、都道府県・指定都市の建設業担当部長に対して、要請したので、

了知されたい。



都道府県・指定都市建設業担当部長殿

基安安発 0610001号

平成21年 6月 10日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

足場等に係る労働安全衛生規則の一部改正について

日頃から労働安全行政の推進に御理解・御協力をいただき感謝申し上げます。

さて、厚生労働省では、足場、架設通路及び作業構台(以下「足場等j という。)からの

墜落及び物体の落下(以下「墜落等」という。)による労働災害の防止対策の充実を図るた

め、労働安全衛生規則を改正し、平成 21年 6月 1日より施行したところであります。

本件については、都道府県労働局等が開催する労働基準監督機関と公共工事発注機関と

の連絡会議の場等において周知を図ることとしておりますが、改めて、下記の改正省令及

び足場等からの墜蕗等に係る労働災害を防止するための関係通達等を別添のとおり送付じ

ますので、本改正の趣旨を御理解いただくとともに、労働災害の防止に御協力賜りますよ

うお願いいたします。

また、貴下の市町村等の担当部局に対しましでも、この旨を周知してくださいますよう

重ねてお願いいたします。

言己

1 労働安全衛生規則の新旧対照条文

2 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成 21年 3月 11日付け基

発第 0311001号)

3 足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について(平成 21年 4月 24日付

け基安発第 0424003号)

4 r手すり先行工法に関するガイドライン」について(平成 21年 4月 24日付け基発第

0424001号)

なお、上記 1~4 については、次の厚生労働省ホームページに全文が掲載されています

ので周知に当たって御活用下さい。

(htto :lIwww.mhlw.!w.in/bunvaJroudoukiiunlanzeneisei26findex.htmll 


